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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
紙からなるベース部上に、発芽前の野芝の種子と肥料と保水又は及び保湿剤とを混合した
植生部層を重ね、その上にセルロースからなる不織布を介して有孔なプラスチックフィル
ムを重ねて、全体を糸で縫合して一体化してなること植生マットであって、
前記植生部層と前記有孔プラスチックフィルムとの間に保水又は及び保湿部材として第２
の紙を介在し、前記植生部層上に前記第２の紙を重ね、この第２の紙の上に前記不織布を
重ね、
前記プラスチックフィルムは、ポリエチレン製であり、
前記セルロースからなる不織布は、実綿から綿花を取り去った種子の根元に生えている短
い繊維であるコットンリンターを原料として長繊維状に吐出しながら成形するセルロース
１００％のスパンボンド法によるノーバインダーであり、孔を上下方向に貫通して形成し
ているネット形状に形成されていることを特徴とする植生マット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、野芝の植生マットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、この種のものとして紙で形成したベース部上に、少なくとも発芽前の野芝の種子を
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重ね、その上に保水又は及び保湿部材を介在して有孔なプラスチックフィルムを重ね、全
体を一体化してなり、前記プラスチックフィルムはポリエチレン製であって、種子が風雨
で飛ばされたり地面の傾斜によって流出するようなことはなく、所望箇所に比較的容易に
発芽させて植生させることができ、種子はプラスチックフィルムに覆われるので保護され
て養生できると共に、外気温に直接影響を受けずに済むことができるものが知られている
（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来技術においては、種子とプラスチックフィルムの間に介在する保水又は及び保湿部材
は紙によって形成されていたので、保水又は及び保湿部材性に限界があった。また、プラ
スチックフィルムが万一は存した場合には、種子が風雨で飛ばされてしまうというおそれ
があった。
【０００５】
解決しようとする問題点は、紙で形成したベース部上に、少なくとも発芽前の野芝の種子
を重ね、その上面にプラスチックフィルムを重ねて、全体を一体化してなる植生マットに
おいて、保水又は及び保湿部材性を向上でき、さらにプラスチックフィルムが万一破損し
ても種子が風雨で飛ばされにくいようにする点である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的を達成するために、請求項１の発明は、紙からなるベース部上に、発芽前の野芝
の種子と肥料と保水又は及び保湿剤とを混合した植生部層を重ね、その上にセルロースか
らなる不織布を介して有孔なプラスチックフィルムを重ねて、全体を糸で縫合して一体化
してなること植生マットであって、前記植生部層と前記有孔プラスチックフィルムとの間
に保水又は及び保湿部材として第２の紙を介在し、前記植生部層上に前記第２の紙を重ね
、この第２の紙の上に前記不織布を重ね、前記プラスチックフィルムは、ポリエチレン製
であり、前記セルロースからなる不織布は、実綿から綿花を取り去った種子の根元に生え
ている短い繊維であるコットンリンターを原料として長繊維状に吐出しながら成形するセ
ルロース１００％のスパンボンド法によるノーバインダーであり、孔を上下方向に貫通し
て形成しているネット形状に形成されていることを特徴とする植生マットる。
【発明の効果】
【０００７】
請求項１の発明によれば、セルロースからなる不織布によって保水又は及び保湿部材性を
向上でき、さらに万一プラスチックフィルムが万一破損しても種子を保護できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例１を示す一部を拡大した斜視図である。
【図２】同設置時の一部を拡大した断面図である。
【図３】同設置後の一部を拡大した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明における好適な実施の形態について、添付図面を参照して説明する。尚、以下に説
明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を限定するものではない
。また、以下に説明される構成の全てが、本発明の必須要件であるとは限らない。
【実施例１】
【００１０】
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図１～図３は実施例１を示しており、植生マット１は紙製のベース部２と、このベース部
２に載置する植生部層３と、この植生部層３に載置する有孔なプラスチックフィルム４を
積層し、全体を糸５で縫合したもので、全体の大きさは幅０．９～１×長さ１～１０ｍ程
度の大きさに形成したものである。そして、植生部層３とプラスチックフィルム４との間
には保水又は及び保湿部材としての第２の紙２Ａと、セルロースからなる不織布６が介在
している。
【００１１】
前記紙製のベース部２は、例えば透ける程度の密度を備えた紙であり、このベース部２上
の植生部層３には発芽前の野芝の種子７を、肥料８、さらには保水又は及び保湿剤９と共
に混合し、この植生部層３をベース部２に積層している。前記プラスチックフィルム４は
ポリエチレン製であって、厚みが２０～４０μｍ程度、好ましくは３０μｍ±４.８μｍ
であって、５～３０ｍｍ程度、好ましくは１６～２０ｍｍ程度の間隔Ｌをおいて、幅（直
径）Ｗが０.５～２ｍｍ程度、好ましくは１～１.３ｍｍの孔10を上下方向に貫通して形成
している。さらに、前記保水又は及び保湿部材としての第２の紙２Ａは透ける程度の密度
を備えている。そして、種子７は上下に重ならないで、均等に並べると少なくとも種子７
の長さ（例えば５ｍｍ）以上の間隔を保つことができるように配置されている。
【００１２】
また、前記セルロースからなる不織布６は、実綿から綿花を取り去った種子の根元に生え
ている短い繊維であるコットンリンターを原料として長繊維状に吐出しながら成形するセ
ルロース１００％のスパンボンド法によるノーバインダーであり、孔６Ａを上下方向に貫
通して形成しているネット形状に形成されている。
【００１３】
次に製造方法について説明する。まず種子７を予め例えば硝酸液のような酸性液に浸漬し
て種子の表面にあるろう質の被膜を除去する。そして、所定の大きさに切断した紙製のベ
ース部２の上に、被膜を除去した種子７、肥料８、保水又は及び保湿剤９の混合物をほぼ
均一に積み重ねる。さらにこの混合物に第２の紙２Ａを重ね、さらにこの第２の紙２Ａ、
さらには不織布６を重ねて、プラスチックフィルム４を重ねた後、これらベース部２、第
２の紙、不織布６、そしてプラスチックフィルム４により種子７などを挟んだ状態で縫合
して一体的となるようにする。このように一体化されたシート状の植生マット１は、幅Ｘ
が１ｍ程度で長さＹが１０ｍ程度となって巻き取られて保管される。
【００１４】
次に前記構成についてその作用を説明する。図２に示すように法面及び平面などの地面11
に植生マット１を敷き、そして植生マット１の上方から杭12を打ち込んで風により飛ばさ
れないように固定する。このように設置された植生マット１においては、例えば積算温度
が３００～４００℃になると発芽を行い、根はベース部２を介して地面11に根付き、一方
芽は第２の紙２Ａや不織布６を通ってプラスチックフィルム４の下面に至る。このような
発芽の際に、孔10から第２の紙２Ａや不織布６の僅かな隙間を通って種子に空気が矢印Ａ
のように供給される。一方、水分は人工的な散水や自然雨によって供給される。この水分
供給は孔10から第２の紙２Ａや不織布６の僅かな隙間を通って矢印Ａと同様に供給される
。その水分は太陽熱によって蒸発したとしても、その一部は矢印Ａと逆方向に第２の紙２
Ａや不織布６の僅かな隙間、孔10を通って大気に放出されるが、地表から奪われるほとん
どの水分Ｍを第２の紙２Ａに吸収されたりしてプラスチックフィルム４の内側に保存し、
水不足対策をなす。このようにほとんどの水分Ｍは、プラスチックフィルム４の内側に溜
まって大気に放出されない。この結果プラスチックフィルム４の下方、すなわち種子７の
周囲においては適度な湿度、さらには温度が保たれて発芽後に寄与し、種子の育成を良好
に行うことができる。
【００１５】
このように野芝が発芽して根付きした後には、図３に示すようにベース部２や第２の紙２
Ａは自然に溶けて地面11と一体化して自然に戻る。このような地面11側とプラスチックフ
ィルム４との間に野芝の茎、葉が育成される。この際においても、日中太陽光で地表から
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策をなす。そして、例えば野芝の葉が例えば４～６枚程度になった段階でプラスチックフ
ィルム４を杭12と共に取り除いて芝をあらわしてさらに育成するものである。
【００１６】
以上のように前記実施例では、紙からなるベース部２上に、発芽前の野芝の種子７と肥料
８と保水又は及び保湿剤９とを混合した植生部層３を重ね、その上にセルロースからなる
不織布６を介して有孔なプラスチックフィルム４を重ねて、全体を糸５で縫合して一体化
してなること植生マット１であって、植生部層３と有孔プラスチックフィルム４との間に
保水又は及び保湿部材として第２の紙２Ａを介在し、植生部層３上に第２の紙２Ａを重ね
、この第２の紙２Ａの上に不織布６を重ね、プラスチックフィルム４は、ポリエチレン製
であり、セルロースからなる不織布６は、実綿から綿花を取り去った種子の根元に生えて
いる短い繊維であるコットンリンターを原料として長繊維状に吐出しながら成形するセル
ロース１００％のスパンボンド法によるノーバインダーであり、孔６Ａを上下方向に貫通
して形成しているネット形状に形成されていることで次の効果を奏する。
【００１７】
セルロースからなる不織布６はバクテリアにより分解され、土に還元されるので自然に分
解して残留物を残すことはない。
【００１８】
また、前記糊や樹脂を使用していない不織布６にあっては、自重の約１５倍程度の吸水性
、保水性を発揮でき、乾燥を防ぐことができる。
【００１９】
また、不織布６を利用することで昼間の強い太陽光線をやわらげ、一方夜間は保温の役目
を果たすことができる。
【００２０】
また、不織布６にあっては比較的強度が弱く、このため野芝の茎や葉が伸びて不織布６と
当たってしまっても茎や葉が不織布６を貫通することも可能であり、芝の生長を損なうこ
とはない。
【００２１】
さらに、不織布６では伸縮性が比較的大きいので工事の際に伸ばしなら張設して施工する
ともできる。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
以上のように本発明に係る野芝の植生マットは、各種学校のグランドの芝生化、芝生緑地
、ゴルフ場、或いは個人宅の庭園などの種々の用途に適用できる。
【符号の説明】
【００２３】
１　植生マット
２　ベース部
２Ａ　第２の紙
３　植生部層
４　プラスチックフィルム
６　不織布
６Ａ　孔
７　種子
９　保水又は及び保湿剤
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